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件 名 
東大和市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則の一部を改正する 

規則について 区分 ○ １審議事項  ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

 東大和市印鑑条例 

 部課 

 機関 

 総務部デジタル政策課 市民環境部課税課 

１．要 旨 

   電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法

律第１５３号）の一部改正を規定したデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律（令和３年法律第３７号）の一部が施行されたことに伴い、本規則の一部を改正す

るものである。 

 

（１） 主な改正内容 

第１条及び第２条において、多機能端末機による証明書の発行にあたって電子証明書を記

録した個人番号カードを使用するとしている規定を、電子証明書を記録した個人番号カード

又は電子証明書を記録した移動端末設備を利用する規定に改める。 

 

（２） 施行日  

令和５年１２月２０日 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和３年５月１９日 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（法律第

３７号）が公布された。 

令和５年４月１９日 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部

の施行期日を定める政令（政令第１６６号）が公布され、施行日が令和

５年５月１１日と定められた。 

令和５年１２月１日 地方公共団体情報システム機構より、スマートフォンを利用したコンビ

ニ交付を令和５年１２月２０日から順次開始する旨通知があった。 

文書課において審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ・株式会社ローソン及び株式会社ファミリーマートにおいて、令和５年１２月２０日から都内

店舗での利用が可能となり、令和６年1月２２日から全国店舗で利用が可能となる予定であ

る。 

・その他の事業者については、順次利用が可能となる予定である。 

・対応機種についてはデジタル庁のホームページに掲載されている。 

 
 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、速やかに規則の改正手続を進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


